
（別紙様式２）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別

契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並びにその所属する部局

の
名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締 結 し た 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法人番号

随意契約によることとし
た会計法令の根拠条文

及 び 理 由
（企画競争又は公募）

予 定 価 格 契 約 金 額 落 札 率
再就職の
役 員 数

備 考

分任支出負担行為担当官 会計法第２９条の３第４項

東京湾口航路事務所長 理由は別紙２－１参照

東京湾口航路事務所

R1.8.27 ～R2.3.24 東京湾口航路事務所 （簡易公募型プロポーザル方式）

建設コンサルタント等 神奈川県横須賀市新港町13番地

分任支出負担行為担当官 会計法第２９条の３第４項

東京湾口航路事務所長 理由は別紙２－２参照
東京湾口航路事務所
R1.9.19 ～R2.3.24 東京湾口航路事務所 （簡易公募型プロポーザル方式）

建設コンサルタント等 神奈川県横須賀市新港町13番地

令和２年２月分該当なし

令和２年３月分該当なし

令和２年１月分該当なし

令和元年１２月分該当なし

令和元年１１月分該当なし

令和元年１０月分該当なし

5010001007113

東京湾中央航路第二海堡周辺施設構造現況調
査

東京都千代田区内神田錦町三丁目２２番地

R1.9.19 48,945,571 48,895,000 99.9%
東京都文京区本駒込五丁目４番７号

ポートコンサルタント株式会社

R1.8.27

パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都
圏本社

20,329,380 19,690,000 96.9%

令和元年５月分該当なし

令和元年７月分該当なし

8013401001509

東京湾中央航路第二海堡観光促進対策検討他
業務

平成３１年４月分該当なし

令和元年６月分該当なし



（別紙様式４）

　   　　　　　　　公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量
契 約 担 当 官 等 の 氏 名
並びにその所属する部局の

名 称 及 び 所 在 地

契 約 を
締結した日

契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由
（ 企 画 競 争 又 は 公 募 ）

予 定 価
格

契 約 金
額

落 札 率
再 就 職
の 役 員

数
備 考

分任支出負担行為担当官
東京湾口航路事務所長
東京湾口航路事務所
神奈川県横須賀市新港町13番地

分任支出負担行為担当官
東京湾口航路事務所長
東京湾口航路事務所
神奈川県横須賀市新港町13番地

令和２年１月分該当なし

3000020142018
予決令第99条第1項第16号

理由は別紙４－２参照 1,020,000 100.0%
横須賀市小川町１１

港湾施設使用料 R1.12.25
横須賀市長

1,020,000

令和元年１１月分該当なし

令和元年１０月分該当なし

令和元年９月分該当なし

令和元年８月分該当なし

令和元年７月分該当なし

令和２年３月分該当なし

公有地使用料 H31.4.1
横須賀市長 予決令第99条第1項第16号

理由は別紙４－１参照 1,319,4241,319,424
横須賀市小川町１１

100.0%3000020142018

令和２年２月分該当なし

令和元年５月分該当なし

令和元年６月分該当なし



　　東京湾口航路事務所

　（　件名　）　 東京湾中央航路第二海堡観光促進対策検討他業務

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 パシフィックコンサルタンツ株式会社

首都圏本社 と随意契約を行うものである。

令　和　元　年　度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、第二海堡における旅行者の満足度向上、インバウンド促進に向け、他事例

および旅行者のニーズ等を参考に第二海堡の特性に見合ったソフト・ハード両面の検討

を行うとともに導入にあたっての効果および課題の整理を行う。また、企画書を作成し、実

施事項を選定した上、ソフト制作まで行うものである。

　パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏本社は、本業務実施に係る簡易公募型プ

ロポーザル方式により提出された技術提案等及びヒアリング内容を建設コンサルタント等

選定委員会において評価検討した結果、予定管理技術者の経験及び能力、実施方針及

び特定テーマに対する技術提案の項目において当事務所が設定した技術提案書を特定

するための評価基準を満たした参加表明書等の提出者である。

本件は、下記の理由により、 パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏本社 と随意契
約したい。

t83av-suzuki
テキスト ボックス
別紙２－１



　　東京湾口航路事務所

　（　件名　）　 東京湾中央航路第二海堡周辺施設構造現況調査

本件は、下記の理由により、 ポートコンサルタント株式会社 と随意契約したい。

　よって、会計法第２９条の３第４項の規定により、 ポートコンサルタント株式会社 と随意

契約を行うものである。

令 和 元 年 度

随　意　契　約　理　由　書 

記

　本業務は、第二海堡における旅行者の満足度向上、インバウンド促進に向け、第二海

堡に現存する軍事遺構等の保存、維持管理、復旧技術を検証するための基礎資料を得

るため、第二海堡周辺施設である第一海堡の地形や構造物の状況、周辺海域の海底地

形を把握した上で、建設材料の劣化状況などについて分析を行い、健全度を把握するも

のである。

　ポートコンサルタント株式会社は、本業務実施に係る簡易公募型プロポーザル方式によ

り提出された技術提案等及びヒアリング内容を建設コンサルタント等選定委員会において

評価検討した結果、予定管理技術者の経験及び能力、実施方針及び特定テーマに対す

る技術提案の項目において当事務所が設定した技術提案書を特定するための評価基準

を満たした参加表明書等の提出者である。

t83av-suzuki
テキスト ボックス
別紙２－２



平成 ３１年度 

東京湾口 

随 意 契 約 理 由 書 

 

件名：公有地使用料 

 

本件は、下記の理由により、横須賀市長と随意契約したい。 

 

記 

 

本件は、東京湾中央航路整備事業のための事務所庁舎敷地の借上を行うものである。 

 

  事務所庁舎は既に横須賀市の所有する公有地に設置済であり、今年度も引き続き使用する。 

 

よって、市町村から直接に物件を借り入れるため、会計法第 29条の 3第５項（予決令第

９９条第１項第１６号）の規定に基づき、当該物件の所有者である横須賀市長と随意契約す

るものである。 

 

以上 

 

t83av-suzuki
テキスト ボックス
別紙４－１



令和元年度 

東京湾口 

随 意 契 約 理 由 書 

 

件名：港湾施設使用料 

 

本件は、下記の理由により、横須賀市長と随意契約したい。 

 

記 

 

本件は、東京湾中央航路整備事業のための夏島岸壁（エプロン敷）の借上を行うものであ

る。 

 

  夏島岸壁（エプロン敷）は東京湾中央航路整備事業で実施する工事の作業ヤード及び仮置

き場として当事務所の事業実施に必要不可欠な土地である。 

 

よって、市町村から直接に物件を借り入れるため、会計法第 29条の 3第５項（予決令第

９９条第１項第１６号）の規定に基づき、当該物件の港湾施設の管理委託者である横須賀市

長と随意契約するものである。 

 

以上 

 

t83av-suzuki
テキスト ボックス
別紙４－２


